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Ⅰ 繰越制度とは  

【概要】 
科学研究費補助金（以下、「補助金」という。）による研究のうち、交付決定時には予想し得なか

ったやむを得ない事由に基づき、年度内に補助事業が完了しない見込みとなったものについて、研

究代表者が、補助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用すること

を希望する場合に、日本学術振興会に申請し、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行

い、財務大臣の承認を得た上で、翌年度に当該経費を繰り越して使用できる制度です。 

【対象研究種目】 
本制度は、補助金を交付している 以下の研究種目の研究課題が対象となります。 

基金種目は本制度の対象外 です。 

 特別推進研究 

 新学術領域研究（研究領域提案型） 

 学術変革領域研究（Ａ・Ｂ） 

 基盤研究（Ｓ・Ａ） 

 奨励研究 

 研究成果公開促進費 

 特別研究員奨励費 

 基盤研究（Ｂ）（平成２７年度以降に採択された応募区分「特設分野研究」の研究課題を除く。） 

 若手研究（Ａ）（平成２９年度以前に採択された研究課題） 

【対象経費】 

繰越しの対象と 

なる経費 

交付申請書において確認できる研究計画であって 

交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由 

（以下の「繰越事由一覧」参照）により、当該計画部分に係る経費を繰

り越す必要が生じた場合であり 

かつ、翌年度内に完了する見込みのあるもの 

繰越しの対象と 

ならない経費 

病気や怪我を除く、研究者の自己都合に起因するもの 

（多忙、事前の調整不足、所属研究機関の異動等） 

研究終了後に余った研究費（余剰金） 
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【繰越事由一覧】 

（詳細は、別添２「繰越申請書作成に当たっての参考資料集」を参照してください。） 

 （⑦ア）研究に際しての事前調査の困難 
想定外の事由により、事前調査の見直しなどが必要な場合。 

 （⑦イ）研究方式の決定の困難 
想定外の事由により、新たな研究方式を採用することが必要となった場合。 

 （①エ、①キ）計画に関する諸条件 
予期せぬ問題が発生し、解決するまで、研究の延期が必要となった場合。 

 （⑥エ、⑥オ）資材の入手難 
予期せぬ外的要因により、計画通りに研究用資材を入手できなくなった場合。 

 （⑧）相手国の事情 
研究に関係する相手国における想定外の事情により、当初計画を延期又は中断すること
が必要となった場合。 

 （③ア、③イ、③ウ、③エ）気象の関係 
豪雨や豪雪などの例年とは異なる気象条件により当初計画を延期又は中断することが
必要となった場合。 

注：記号は、「繰越しガイドブック≪改訂版≫」（令和２年６月財務省主計局司計課）を参照し、分類したもの。 

 

【その他】 
 研究期間の初年度や最終年度でも、繰越事由に該当すれば、繰越しは可能です。 

令和２(2020)年度の補助事業の繰越しが承認された場合、翌年度において事業を実施すること

が認められることになりますが、その実績報告書の提出期限については、延長される期間に関

わらず令和４(2022)年５月末となります。なお、研究成果公開促進費（学術図書）の場合は令

和４(2022)年２月末までに刊行してください。 

 その他、科研費の繰越制度全般（送金までの流れ等）については、科研費ＦＡＱ等を参照して

ください。 

 様式Ｃ－２６は、日本学術振興会ホームページに掲載している記入例・作成上の注意のとおり

に作成してください。 
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Ⅱ 令和２(2020)年度における変更点について 
 

(１)新型コロナウイルス感染症に伴う繰越事由の補足説明について 

→新型コロナウイルス感染症に伴う繰越事由の場合、補足説明は記載不要 とすることとなり

ました。 

※「作成上の注意」参照 

※「新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について」参照 

 

(２) 新型コロナウイルス感染症に伴う繰越事由選択時の変更後の計画欄について 

→新型コロナウイルス感染症に伴う繰越事由を選択した場合、補足説明を記載不要とするかわ

りに、＜変更後の計画＞欄で繰越要件を満たすことが分かる様に明確に記載することになり

ました。 

※「作成上の注意」参照 

※「新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について」参照 

 

(３) 補足説明欄について 

  →従来の記載項目を３つに分割し、一問一答方式としました。 

※「参考資料集」２１頁参照 

 

(４) 繰越申請の受付について 
→繰越申請について、受付回数を２回から３回に増やし、原則、繰越事由の発生した時期に

応じた申請回にご申請頂くことになりました。 

 

(５)繰越申請金額の修正について 

→繰越申請金額については、第３回までの全ての申請課題について第３回の申請期限以降に、

まとめて最終確認及び金額の修正を行うこととしました。 
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Ⅲ 申請手続について  

繰越しを希望する場合は、本頁以下を参照の上、申請手続を行ってください。 

 申請に必要な様式について 
繰越申請に必要な様式は以下のとおりです。作成上の注意、記入例、各種様式については、

日本学術振興会ホームページよりダウンロードしてください。 

※日本学術振興会ホームページ：https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

 

様式名称 作成者 提出方法 

様式Ｂ－２ 

 

 

研究代表者 

メール送信内容を日本学術振興会及び文部科学省で確

認後、個別にご案内致します。 

様式Ｂ－２別紙１ 

 

 

研究代表者 

メール提出（データ送信時） 

メール送信内容を日本学術振興会及び文部科学省で確

認後、個別にご案内致します。（本申請時） 

様式Ｂ－２別紙２ 

 

 

研究代表者 

提出不要 

（研究代表者確認用として使用） 

様式Ｃ－２６ 

 

研究代表者 メール提出（データ送信時） 

メール送信内容を日本学術振興会及び文部科学省で確

認後、個別にご案内致します。（本申請時） 

（提出方法の詳細は「２ 申請手続」を参照してください） 

 

 申請手続 
繰越に関する相談は「送信期間」中随時受け付けておりますので、メール又は電話にて「４ 

問い合わせ・提出先」までお問い合わせください。 

【手続の詳細】 
（１） 申請書類の作成 

 

繰越申請が可能かどうかを確認の上、日本学術振興会ホームペ
ージから様式Ｃ－２６をダウンロードして作成してください 

（２） 申請書類データ

送信 

 

様式Ｃ－２６の内容を様式Ｂ－２別紙２及び「５ 様式Ｃ－２

６記載事項チェックシート」で十分確認してください。 

ご不明な点があれば、下記【参考資料】でご確認ください。 

＜申請書類データ送信＞ 
様式Ｃ－２６の内容を確認の上、「３ 提出期限等」の送信期間
中に、「４ 問い合わせ・提出先」宛に以下の 様式のファイル
をメールで お送りください 

【提出する様式】 
① 様式Ｂ－２別紙１ 
② 様式Ｃ－２６（課題毎に別ファイルとしてください） 

【提出に当たっての注意事項】 
メールの件名やファイル名は以下のとおりとしてください。 

①メールの件名：【繰越申請】課題番号 研究代表者名 
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（例）【繰越申請】20H98765 学振太郎 

②ファイル名 

（様式Ｂ－２別紙１）：課題番号_研究代表者名（Ｂ－２別紙１） 

（例）20H98765_学振太郎（Ｂ－２別紙１） 

（様式Ｃ－２６）：課題番号_研究者氏名（Ｃ－２６） 

（例）20H98765_学振太郎（Ｃ－２６） 

（３） 申請書類の提出 

（本申請） 

（２）の送信後、日本学術振興会及び文部科学省にて申請内容

の確認を行います。確認が完了した段階で、繰越申請金額につ

いての最終確認をメールにて行いますので、内容に齟齬がない

か確認して下さい。確認の結果は修正の有無に関わらずご返信

ください。 

最終確認完了後、申請書類の提出（本申請）について連絡をし

ますので、その際に指定する期日・方法に従って提出してくだ

さい。 

【提出する様式】 

① 様式Ｂ－２ 

② 様式Ｂ－２別紙１ 

③ 様式Ｃ－２６ 

【提出に当たっての注意事項】 
 本申請後も、財務省承認までの審査過程で修正をお願い

することがあります。 

【参考資料】 

 日本学術振興会科研費ホームページ---------- https://www.jsps.go.jp/j-

grantsinaid/index.html 

 様式Ｃ－２６作成上の注意、記入例---------- 日本学術振興会科研費ホームページ参照 

 繰越制度の概要（研究者用） ---------------- 通知別添１ 

 繰越申請書作成に当たっての参考資料集 ------ 通知別添２ 

 新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について-通知別添３ 
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 提出期限等【提出先：日本学術振興会】 
 

 
送信期間（※１） 申請書類提出（本申請） 

方法 メールにて送信 
メール送信内容を日本学術振興会及び
文部科学省で確認後、個別にご案内致
します。 

第１回期限 
令和２年１０月までに繰
越事由が発生した場合 

令和 2(2020)年 12月 1日(火)
～令和 3(2021)年 1月 8日

(金)  
（※２） 

メール送信内容を日本学術振興会及び
文部科学省で確認後、指定する期日まで
に提出。 

第２回期限 
令和２年１１月～令和２

年１２月に繰越事由が発

生した場合 

令和 3(2021)年 1月 9日(土)
～令和 3(2021)年 1月 22日

(金)  
（※２） 

メール送信内容を日本学術振興会及び
文部科学省で確認後、指定する期日まで
に提出。 

第３回期限 
（最終） 

令和３年１月以降に繰越

事由が発生した場合 

令和 3(2021)年 1月 23日
(土)～令和 3(2021)年 2月 12

日(金)【厳守】 
（※２・※３・※４） 

 

備考 

【送信内容】 
○様式Ｂ－２別紙１ 
○様式Ｃ－２６ 
 
 
※詳細は、「２ 申請手続」参
照。 

【提出書類】 
○様式Ｂ－２ 
○様式Ｂ－２別紙１ 
○様式Ｃ－２６ 
 

※詳細は、「２ 申請手続」参照。 

 
※１ 今年度は繰越事由発生時期に応じて３回に分けて受け付けます。 
※２ 第３回送信期間終了間際に書類の不備が多いまま送信されますと、修正に時間がかかり、申

請手続きが間に合わないことも予想されるため、可能な限り早期に日本学術振興会への相
談、申請書類データの送信をお願いします 

※３ 送信の最終期限以降、令和３(2021)年３月１日（月）までの間に新たに繰越事由が発生して
繰り越しを希望する場合は、事由の発生後速やかに「５ 問い合わせ・提出先」までご連絡
ください。 

 

 問い合わせ・提出先 
  〒102-0083 

東京都千代田区麹町 5-3-1 
独立行政法人日本学術振興会研究助成第一課研究助成第二係 
電話：03-3263-2148，1870，0164，2146 
E-mail: kurikoshih@jsps.go.jp（システム非対応種目用） 
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 様式 C-26記載事項チェックシート 
 研究代表者から提出された様式 C-26 の記載事項について、本シートで十分確認してから日本学

術振興会へ提出してください。 

（システム対応種目・非対応種目共通） 
観点 チェックポイント 

繰越事由に 

合致してい

る 

1. 繰越事由の発生した時期 が交付決定日（変更交付決定している場合は最も

遅い変更交付決定日）よりも後の年月か 
※当初交付決定日～変更交付決定日の間に繰越事由が発生している場合は欄外①～③を確認 

は
い 

い
い
え 

1. について「いいえ」の場合 

同月の場合：交付決定後に起こっているか確認してください 

交付決定前の場合：繰越申請いただけません 

課題情報が

正しい 

2. 繰越（翌債）承認要求額は、令和２(2020)年度補助金未使用額以下の金額であるか 
は
い 

い
い
え 

2. について「いいえ」の場合 

令和２(2020)年度補助金の未使用額を超えた繰越申請はできません 

体裁が 

整っている 

3. 繰越事由に関係ない記載が無い 

（例：研究の背景、翌年度以降の研究計画、個人情報など） 

は
い 

い
い
え 

4. 句読点は全角「、」「。」を用いている 
は
い 

い
い
え 

5. 文頭・文中に余分なスペースが無い 
は
い 

い
い
え 

3.～5. について「いいえ」の場合 

体裁を整えてください。 

システム対応種目については研究代表者が許可している場合、軽微な修正を事務担当者が行う

こともできます 

※当初交付決定日～変更交付決定日の間に繰越事由が発生している場合のチェックポイント 

① 繰越が、追加配分を行った部分以外の計画であると明確に言うことができ、 

② 当初の交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由で、 

③ 追加配分の時点で、研究計画の変更・見直しを行った場合でも、 研究計画の達成が困難であったと 

（＝繰越額を追加配分が必要なところに充当しなかったことに）合理的な説明ができる 
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（システム非対応種目用） 

観点 チェックポイント 

課題情報が

正しい 

1. 課題番号、機関番号、研究機関名、研究種目、研究代表者名、研究課題名、研究期間

（開始年度～終了年度）、令和２(2020)年度補助金交付決定額（合計額、直接経費、

間接経費）について、正しい情報が記載されているか 

は
い 

い
い
え 

1. について「いいえ」の場合 

交付申請書等を確認し、正しい情報を入力してください 

2. 繰越（翌債）承認要求額の間接経費の額は繰越（翌債）承認要求額の直接経費の 30%

以下か 
は
い 

い
い
え 

2. について「いいえ」の場合 

間接経費は、原則、繰越申請する直接経費の額に応じ、３０％相当額を繰越申請することになっ

ています（端数が生じた場合は円未満を切り捨てた額としてください）。 

ただし、間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっている場合等（※）には、直接経費のみを

繰り越すことができます。 

項目間に 

矛盾がない 

3. （交付内定が５月以降の場合）内定通知月よりも前の月の欄は空欄か 
は
い 

い
い
え 

3. について「いいえ」の場合 

内定通知月よりも前の欄は空欄にしてください 「内定前」などの記載も不要です 

4. 当初の研究計画 冒頭の「令和 年 月、」には 

＜当初計画＞で繰越事由の発生した時期に行っていた計画が完了する年月

が記入されている 

は
い 

い
い
え 

4. について「いいえ」の場合 

「繰越事由の発生した月に行っていた計画が完了する月を記入してください」 

5. 当初の研究計画 後半の記載部分は＜当初計画＞で繰越事由の発生した時期より後に

当初計画で行う予定であった計画が＜当初計画＞と同一の語句を用いて書かれてい

る 

は
い 

い
い
え 

5. について「いいえ」の場合 

同一の計画は同一の語句で記述してください 

6. 補助事業の完了時期は、＜変更後の計画＞最終月と同月か 
は
い 

い
い
え 

6. について「いいえ」の場合 

補助事業の完了時期は、＜変更後の計画＞最終月と同月を選択してください 

7. ＜当初計画＞＜変更後の計画＞の各項目について、繰越事由の発生による変

更がある箇所以外は同じ文言で記入されているか 

は
い 

い
い
え 

7. について「いいえ」の場合 

計画の変更が繰越事由の発生による場合は、繰越事由の発生と当該計画の変更の関係が分かるよ

う「補足説明」に記載してください。 

繰越事由の発生によらない場合は、＜当初計画＞＜変更後の計画＞を修正してください。 

体裁が 

整っている 

8. カタカナは全角、英数字は半角を用いている 
は
い 

い
い
え 

「いいえ」の場合 

体裁を整えてください。 
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Ⅳ （参考）申請後の手続について 
本申請後の手続の概要は以下の通りです。詳細については日本学術振興会からそれぞれ通知等でご
案内します。 

 翌年度に使用する補助金の返納（※） 

繰越承認要求額について、本申請後に、補助事業者から日本学術振興会に返納いただきます。
返納方法等については日本学術振興会から送付する返納通知をご確認ください。 

 （繰越しが承認された場合）繰越承認要求額の支払請求（※）、実績報告書（２）の提出 

繰越しが承認された後に、補助事業者から日本学術振興会に繰越承認要求額の支払請求書を提
出していただき、日本学術振興会から補助事業者に繰越承認要求額を送金します。また、実績
報告書（２）を補助事業者から日本学術振興会に提出していただきます。支払請求書や実績報
告書（２）の様式等については繰越承認通知とあわせてご案内します。 
※ 研究成果公開促進費（学術図書）の課題で繰越申請した場合は、補助金の返納及び支払請

求は不要です（刊行後に提出いただく実績報告書に基づき（繰り越した）補助金を送金し
ます）。 
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